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事業概要 事業期間
令和8年度

事業費
(単位：千円）

担当課

公共施設再編検討事業

公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づき、長期
的視点で真に必要な公共施設を判断し、統廃合も含めた施設
再編の検討を進める。また、施設再編に伴い発生する跡地に
ついては、跡地活用検討委員会で方針決定を行うとともに、必
要に応じてサウンディング調査を実施するなど民間ノウハウを
活用しながら適切に検討を行う。

R3以前
～R11以降

ゼロ予算 企画課

ＬＡＢＶプロジェクト推進事
業

平成31年度に国の補助事業を活用した可能性調査の結果を踏
まえ、商工センター跡地、中央福祉センター跡地、高砂用地、
山口銀行小野田支店跡地を対象としたＬＡＢＶ手法によるエリ
アマネジメントの取組で、令和4年度に設立された山陽小野田
LABVプロジェクト合同会社が実施主体である。令和6年4月か
らは、公共施設もテナントとして入居するＡスクエアが供用を開
始し、今後は他の事業候補地における事業化検討を進めてい
く。

R3以前
～R11以降

ゼロ予算 企画課

官民連携推進事業

老朽化が進む公共施設が多く、更新や大規模修繕が避けられ
ない中、持続可能な行政運営のためには、民間の資金・技術・
ノウハウ活用による行政サービスの質の向上と効率化が有効
である。現状、公共施設の管理運営においては指定管理者制
度を導入しているが、今後の施設整備や大規模改修に当たっ
ては、適宜、官民連携手法の導入も検討すべきである。なお、
民間活力の導入検討に当たっては、必要に応じてサウンディン
グを実施するなど民間のニーズ・意向等を収集するとともに、
具体化する案件については、関係省庁との協議を重ね、交付
金や有利な起債の活用を積極的に検討し、最適な事業手法を
探る。

R3以前
～R11以降

200 企画課

職員採用事務

地方公務員法第１７条から２１条に規定する市職員の採用に係
る業務
計画的な職員採用により、組織の状況に応じた人員配置を行
い、組織の活性化に繋げる。また質の高い職員を採用すること
により、市民サービスの向上を図る。

R5以前
～R13以降

1,658 人事課

人事異動事務

人事評価、自己申告書、人事ヒアリング等の結果を参考に、職
員の職務遂行能力や勤務実績を的確に把握することで組織の
状況に応じた適正な人材配置を行う。
また、令和４年度から事務応援制度を開始し、部を越えて職員
の事務応援を可能としたことで、業務の平準化を図る。

R5以前
～R13以降

166 人事課

定員管理計画策定事業

令和７年３月に「山陽小野田市定員管理計画（令和７年度～令
和１１年度）」を策定し、適正な定員管理に取り組んでいる。
今後も、定年延長などの公務員制度改正の状況や、地方分権
の進展に伴う権限移譲等の動向、民間活力の活用、公共施設
の再編や組織改変に加え、早期退職者等の動向など、様々な
要因を勘案しながら適正な市政運営が実施できるよう、毎年検
証を行うとともに必要に応じて見直しを行っていく。

R5以前
～R13以降

ゼロ予算 人事課

人事給与ｼｽﾃﾑ構築・運用
事業

DX・GX

令和３年度に人事給与システムをシステム更新のタイミングに
合わせクラウド化したことにより、国の制度等への迅速な対応
が可能となり、また、安定稼働に繋がっている。
令和８年９月末が保守期限となるが保守期限以降も引き続き、
給与制度改正への迅速な対応や、人事給与システムの安定稼
働のためのシステム構築や運用保守を行っていく。

R5以前
～R13以降

6,270 人事課

庶務事務システム導入事
業

DX・GX

令和4年度に、職員の休暇管理、時間外勤務手当等をデータ上
で入力・処理する「庶務事務システム」を導入
当該システムの導入により、これまで紙で行ってきた業務が
データ化され、業務の迅速化やデータ活用等に繋がり、職員の
負担を大幅に軽減させることができている。
引き続き、公務員制度改革に合わせたシステム改修や、安定
稼働のため保守等を実施しながら運用を行っていく。

R5以前
～R13以降

11,352 人事課

テレワーク試行実施事業

新型コロナウイルス感染症等の感染拡大時における市の業務
を円滑に実施するための勤務形態として、また、職員のワーク
ライフバランス（仕事と個人生活の調和）の確立に寄与する多
様な働き方の選択肢として、テレワーク実施体制を整える。

R5以前
～R8

ゼロ予算 人事課

基本施策３２　効率的で効果的な行政運営
（１）公共施設の最適化

（２）適正な組織体制の確立
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人事給与システム改修事
業

令和8年4月から創設される「子ども・子育て支援金」の控除等
の管理を適正に実施していくため、既存の人事給与システムを
改修するもの。令和8年度は年末調整に係るシステム改修を予
定している。

R5以前
～R8

2,130 人事課

職員研修事業

職員の資質向上を図り市民サービスの向上に資するため、山
口県ひとづくり財団が実施する研修へ職員を派遣するほか、庁
内研修を実施する。また、市町村アカデミー、国際文化アカデ
ミー、日本経営協会など、外部研修機関が実施する研修へ派
遣する。特に、若年層の職員を中心に、成長を実感しながら活
躍することができるよう、自身のキャリア形成について考え、仕
事や能力開発への意欲を向上させる機会となる研修を充実さ
せていく。

R5以前
～R13以降

4,257 人事課

人事評価制度事業

令和５年度から人事評価制度（能力評価・業績評価）を本格運
用しており、結果を昇任昇格、分限の基礎資料とすることに加
え、勤勉手当の成績率に反映させるなどの処遇への活用も
行っている。
引き続き、人事評価制度を活用しながら職員個々のモチベー
ションの向上、組織の活性化及び業務の効率化を図っていく。

R5以前
～R13以降

530 人事課

不当要求行為等防止対策
研修事業

不当要求行為に対する、職員研修を行う。
R5以前

～R13以降
ゼロ予算 生活安全課

職員資格取得助成事業

職員の積極的な自己成長を促すことで、市職員の資質の向上
及び公務の円滑な執行による市民サービスの向上に資するた
め、予算の範囲内において資格取得助成金を交付する。
対象となるのは、業務効率や市民サービスが向上すると認めら
れる資格の取得等

R5以前
～R13以降

200 人事課

行政改革検証事業
行政改革プランに基づく行動計画の各項目について、行政改
革推進審議会を開催し、取組状況を検証することにより、審議
会委員の意見を更なる取組推進につなげる。

R3以前
～R11以降

86 企画課

権限移譲推進事業
県が行っている事務のうち、市民に身近な基礎自治体（市）が
事務を行うことにより、市民サービスの向上が見込まれる事務
について、事務の移譲を受ける。

R3以前
～R11以降

ゼロ予算 企画課

職員提案制度の推進

行政運営全般について、所掌事務にとらわれない柔軟な視点
からの職員提案を募集し、内容の優れたものを採用・実施する
ことにより、市民サービスの向上及び業務の改善・効率化につ
なげる。
近年は提案件数が減少傾向にあることから、職員が提案しや
すい環境づくりや業務改善意識が高まるよう改善していく。

R3以前
～R11以降

ゼロ予算 企画課

ＲＰＡ及びＡＩ-ＯＣＲ導入・活
用事業

DX・GX

ＲＰＡ及びＡＩ－ＯＣＲの導入による作業時間の削減効果が大き
い業務に適用し、定型（単純）業務の自動化により事務処理の
効率化を図る。これにより、職員の作業時間の削減、ヒューマ
ンエラー防止のほか、事務処理の効率化により生じた時間を市
民サービス向上に充てる。

R5以前
～R13以降

1,371
デジタル推

進課

キャッシュレス決済事業 DX・GX

令和4年度に導入したキャッシュレス決済対応のＰＯＳレジシス
テムを利用することにより、クレジットカードや電子マネー等によ
る現金以外での支払方法が可能となり、市民の利便性向上及
び職員の手数料収納業務の効率化並びに、市が掲げるＩＣＴ技
術の利活用による市のデジタル化の推進を図ることが出来る。
また、現金の取り扱いが減少することで、接触機会の減少が可
能となり、新型コロナウイルス等の感染症拡大の予防となる。

R5以前
～R13以降

319 市民課

ビジネスチャットツール導
入事業

DX・GX

本市では職員間の連絡手段として、業務の効率化や省力化、
災害時における迅速な情報伝達と議論・相談への対応、セキュ
リティ性の確保の面から、有償でのビジネスチャット「LOGO
チャット」を導入した。継続して運用する。

R7
～R13以降

2,772
デジタル推

進課

（３）職員の資質の向上

（４）デジタルを活用した行政サービスの向上及び行政運営の効率化
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窓口業務改善事業 DX・GX

令和７年７月、職員によるワーキンググループを立ち上げ、窓
口業務のBPR（窓口の手続きを見直して、無駄を省き、わかり
やすく、早く、便利にする取組）を推進している。その第一歩とし
て、死亡に伴う各種手続きを一括で受け付ける「おくやみコー
ナー」を新設し、ご遺族の負担軽減を図る。また、将来的には、
窓口Saasの導入により、おくやみ時だけでなく、出生や転入時
においても「書かない・待たない・回らない窓口」を実現し、対面
とデジタルの最適融合で、窓口の利便性向上と業務効率化を
目指す。

R8
～R13以降

1,405
デジタル推

進課

デジタル化推進事業
DX・GX理

科大

本市では「協創」によるまちづくりや「スマイルエイジング」を推
進し、持続可能な地域社会の構築を目指している。これらの取
組にデジタル技術を融合させることで、その可能性を広げる。
具体的には、市民や団体などの各担い手による「協創」や「スマ
イルエイジング」のまちづくりへの主体的な参加を促すととも
に、まちづくりの質を向上させるため、健康やデジタル技術の知
見を有する山口東京理科大学と連携しながらデジタル技術を
活用する。さらに、生成AIなど新たなデジタルサービスについて
も、市民生活の質向上や市業務の効率化に資するものは導入
を図る。

R5以前
～R13以降

4,960
デジタル推

進課

デジタルデバイド対策事業 DX・GX

デジタル化の推進に当たっては、少なからずＩＣＴに関する知識
が必要となることから、市民が公平にデジタル化による利便性
の向上や、新たなサービスの提供を速やかに享受できるよう取
り組んでいく必要がある。地域交流センターや地域、シルバー
人材センター等と連携して、スマートフォンやインターネットの使
い方、各種デジタルサービスの利用方法等に係る講習会等を
行う。

R5以前
～R13以降

440
デジタル推

進課

山口東京理科大学との協
創・データ活用によるス
マートシティ推進事業

DX・GX理
科大スマ

エジ

令和４年度のＤＸ協創プラットフォームにおいて提案があった、
スマートウォッチや健康データを活用した健康づくり事業につい
て、健康増進課や保険年金課の保健事業と連携し、令和５年
度からの３年間で、実証を行いながら事業化に取り組んでき
た。
引き続き、この健康づくり事業に取り組むとともに、数理情報科
学科を擁する山口東京理科大学と連携して、データを大学とと
もに分析し、それを市全体の施策に活用することで、より効果
的な施策とし、市民生活の質向上を図る。なお、まずは健康
データの活用から取り組んでいるが、他分野のデータの活用に
広げていくことも想定しながら取り組む。

R5以前
～R13以降

3,396
デジタル推

進課

公共施設オンライン予約シ
ステム導入運用事業

DX・GX

本市では、小学校単位の地域交流センターや、全市対応のス
ポーツ施設が充実しており、多くの市民に利用されている。ま
た、小中学校の体育館についても、市民の利用が可能である。
しかしながら、現在は、各施設において、紙台帳で施設利用の
管理がされており、市民は、事前に利用申請や利用料支払い
を窓口でする必要があることから、利用時とは別に窓口に出向
く必要があるなど大きな負担となっている。また、各施設におい
ても、利用に伴う様々な事務が発生し、本来の業務の妨げと
なっている。
公共施設を市民がより利用しやすくするとともに、公共施設の
あり方検討に必要な施設の利用状況の正確な把握に向け、公
共施設の予約手続きをオンライン上でできるようにすることで、
市民サービスの向上と行政業務の効率化を図る。

R8
～R13以降

11,254
デジタル推

進課

学校施設開放事務デジタ
ル化事業

DX・GX

現在、学校体育館等学校施設開放における予約受付・使用料
収納事務については学校窓口で行っている。オンライン施設予
約システムやオンライン決済を含むマルチペイメントサービスを
導入することにより施設利用者の利便性向上を図る。

R8
～R13以降

170 教育総務課

電子申請サービス更新事
業

令和4年度から山口県を主体とする共同利用サービスに移行し
たことで、経費節減を図っている。

R5以前
～R13以降

264
デジタル推

進課

行政情報オープン化事業

統計及び行政情報のオープンデータ化により、官民における新
たなサービスの創出を支援する。オープンデータは、二次利用
が容易に可能となるExcel形式又はCSV形式として、県カタログ
サイトに公開する。

R5以前
～R13以降

ゼロ予算
デジタル推

進課
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マイナンバーカード等交付
関連事務事業

DX・GX

番号法の施行により、平成２７年１０月から国民にマイナンバー
が付番・通知され、平成２８年１月から申請者にマイナンバー
カードを交付している。交付後は、住所や氏名等の記載事項に
変更が生じた場合の券面記載事項の書き換え等の手続きや、
電子証明書更新、暗証番号の変更、マイナンバーカードの有効
期限満了に伴う切替等の手続きを随時行う。

R5以前
～R13以降

4,625 市民課

マイナンバーカード申請支
援事業

DX・GX
職員が、市民のマイナンバーカード申請手続きを支援すること
で、カードの取得推進を図るとともに、企業・団体、施設等への
出張や市出先機関での申請受付、イベント出張等の申請サ
ポートを行う。

R5以前
～R13以降

991 市民課

ワンストップサービス事業
（有帆・本山郵便局特定の
証明発行サービス事業）

平成１３年１２月から地方公共団体の特定の事務の郵便局に
おける取扱に関する法律が施行され、市が発行する住民票等
の証明書発行取次ぎ業務が指定郵便局で開始された。本市で
は、平成１５年６月から本山郵便局、平成２１年１１月から有帆
郵便局でこのサービスを開始し、２年ごとに取扱期間の延長に
ついての協定を議会の承認を得て締結し、継続して事業を行っ
ている。

R5以前
～R13以降

891 市民課

公園通出張所事務事業
（経常）

市民課関係業務や市の公金収納業務、その他市の申請受付
など多岐にわたる業務を取り扱っている出張所である。人口密
度の高い小野田地区の中央に位置し、須恵・小野田地区の方
の利用が多く、総合窓口的な業務を行っている。

R5以前
～R13以降

2,396 市民課

厚陽出張所事務事業
公民館業務と兼ねて市の公金収納業務と市民課関係の証明
書交付業務を行う出張所である。

R5以前
～R13以降

565 市民課

証明書コンビニ交付事業 DX・GX

マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアや
一部のスーパーマーケット等に設置されているキオスク端末で
各種証明書（住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本、税
証明等）の取得が可能となる交付サービスを令和2年2月25日
から実施している。

R5以前
～R13以降

9,859 市民課

証明書等自動交付事業 DX・GX

窓口での混雑緩和や対面による手続きを低減させる方法のひ
とつとして、マイナンバーカードを利用した証明書のコンビニ交
付の利用促進の取扱いを本市では、令和２年２月２５日から開
始している。今後、カードの取得を促すためにもその利便性を
市民に周知するための取組みとしてコンビニ交付は市民サー
ビスの向上にも寄与するものであることから、コンビニ交付で利
用するキオスク端末を庁舎内に設置し、職員が操作方法等を
案内することにより、市民が操作に慣れるための環境を整備
し、最寄りのコンビニ等を利用した証明書の発行へとつなげて
いく。

R5以前
～R13以降

1,133 市民課

申請書作成支援事業 DX・GX

令和２年度以降、通常の異動・証明発行等の手続きのほかに、
マイナンバーカードの手続きでの来庁者が増え、窓口でいわゆ
る３密の状態になることが多いことから、マイナンバーカードを
利用して申請書に氏名、住所等の情報を入力することができる
申請書作成支援システムを導入した。
本システムの導入は、マイナンバーカードの普及に伴い、この
システムを利用できる市民の方が増加し、市民負担の軽減や
庁舎滞在時間の短縮により市民サービスの向上が見込まれ
る。

R5以前
～R13以降

436 市民課

南支所運営事業

南支所は市の南部に位置し、特に本山・赤崎・須恵（南部）地区
の身近な市行政窓口として、市民の利便性の向上を図るため、
各種の証明発行・収納・申請・届出等の窓口業務を行ってい
る。

R5以前
～R13以降

698 南支所

マイナンバーカード等交付
関連事務事業

DX・GX

番号法の施行により、平成27年10月から国民にマイナンバー
が付番・通知され、平成28年1月から申請者にマイナンバー
カードを交付している。
令和3年度から南支所にも統合端末等を設置し、マイナンバー
カードの申請、交付、記載事項の変更、電子証明書の更新等
の手続きを行っている。

R5以前
～R13以降

710 南支所
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埴生支所運営事業

埴生支所は市の西部に位置し、市の公金収納業務、その他申
請・届出の受付など多岐にわたる業務を取扱っている。特に、
埴生・津布田地区の方の身近な行政窓口として、市民の利便
性の向上に寄与している。

R5以前
～R13以降

1,111 埴生支所

マイナンバーカード等交付
関連事務事業

埴生支所に設置された統合端末等を運用し、マイナンバーカー
ドを保有した方の住所の異動や、マイナンバーカードの申請、
交付、電子証明書の更新等の手続きを行うことで、市民の利便
性の向上を図る。

R5以前
～R13以降

685 埴生支所

支所等運営事業
山陽地区住民の利便性を確保するため、総合窓口としての行
政サービスを提供する。また、災害等の被害発生時には本庁
関係課と連絡調整を行う。

R5以前
～R13以降

1,459
地域活性化

室

支所等運営事業（臨時）

山陽総合事務所のコピー機の契約期間が令和８年９月３０日で
終了するため、更新する。
令和８年９月３０日で山口県収入証紙が廃止され、窓口にキャ
シュレス決済端末を設置（県費負担）する。

R8
～R8

465
地域活性化

室

旅券の発給に関する事務

旅券事務の具体的な取扱業務の内容としては、一般旅券の発
給の申請受理、申請者の身分上の事実確認、一般旅券の交
付、記載事項の変更、一般旅券の紛失及び焼失の届出受理、
旅券の返納等である。

R5以前
～R13以降

412
パスポートセ

ンター

旅券の発給に関する事務
（臨時）

現在契約しているIC旅券確認用端末の保守契約期間が令和８
年９月３０日で終わるため、IC旅券確認用端末を更新する。

R8
～R8

499
パスポートセ

ンター

総合事務所窓口業務 DX・GX

主に山陽地区の行政ニーズに対応するため、各種の申請・届
出等の受付や証明等発行、各種税（料）の収納などの業務を行
う。
また、令和５年１０月より、キャシュレスに対応したセミセルフレ
ジを設置しており、市民の利便性の向上とデジタルを活用した
事務の効率化を図る。

R5以前
～R13以降

1,117 市民窓口課

マイナンバーカード等交付
関連事務事業

DX・GX

番号法の施行により、平成２７年１０月から国民にマイナンバー
が付番・通知され、平成２８年１月から申請者にマイナンバー
カードを交付している。交付後は、住所や氏名等の記載事項に
変更が生じた場合の券面記載事項の書き換え等の手続や、電
子証明書更新、暗証番号の変更、マイナンバーカードの有効期
限満了に伴う切替等の手続きを随時行う。
市民窓口課では、職員が市民のマイナンバーカード申請手続
きの支援を継続することで、カードの利用促進を図る。

R5以前
～R13以降

1,457 市民窓口課

広域圏連携事務事業（山
口県央連携都市圏域推進
協議会）

連携中枢都市（山口市・宇部市）と近隣５市町で構成する山口
県央連携都市圏域（平成29年3月協定締結）は、定住人口の増
加・維持を図り、地域全体の活性化につなげるため、山口県央
連携都市圏域ビジョンに基づき、圏域７市町による広域連携の
下、様々な事業に取り組んでいる。この取組を推進するため、
山口県央連携都市圏域推進協議会、同幹事会及びプロジェク
トチームにおいて協議を行っている。

R3以前
～R11以降

6 企画課

個人市県民税賦課事務

地方税法や市条例に則した適正な賦課を行うため、給与支払
報告書・公的年金報告書・市県民税確定申告書等の賦課資料
を精査する。内容については当初賦課後に全件チェックを行
い、課税漏れがないか調査を行う。毎年、当初賦課は５月・６
月。変更があったときは逐次更正を行う。

R5以前
～R13以降

14,422 税務課

法人市民税申告納付事務

地方税法・市条例に則した適正な賦課を行うため、事業年度終
了後２か月以内に提出される法人市民税の申告書を精査し、
申告納付額の調定を行う。また県税事務所からの通知に基づ
き更正決定を行う。

R5以前
～R13以降

384 税務課

（１）自主財源の確保

（５）広域連携の推進

基本施策３３　効率的で効果的な行政運営
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軽自動車税賦課事務

地方税法・市税条例に則した適正な賦課を行うため、随時提出
される軽自動車申告書を精査し、当該年度の４月１日現在の所
有者を確認し、軽自動車それぞれの税率に応じて賦課決定を
行う。

R5以前
～R13以降

2,898 税務課

市たばこ税申告納付事務
地方税法・市条例に則した適正な税額決定を行うため、売り渡
した月の翌月末までに提出される市たばこ税申告書を精査し、
申告納税額の調定を行う。

R5以前
～R13以降

68 税務課

入湯税申告納付事務
地方税法・市税条例に則した適正な賦課を行うため、特別徴収
義務者である鉱泉浴場の経営者から毎月１５日までに提出され
る入湯税納入申告書を精査し、申告納税額の調定を行う。

R5以前
～R13以降

68 税務課

固定資産税・都市計画税
賦課事務（土地）

原則として基準年度（３年ごと）に評価替えを行う。ただし、分合
筆等異動のあったものについては、土地の現況調査を賦課期
日（1月1日）に向けて１０月から１月にかけて実施し、その成果
及び所有権異動のデータ入力を行い、３月末に評価額を決定
し、賦課する。

R5以前
～R13以降

851 税務課

固定資産税・都市計画税
賦課事務（家屋）

原則として基準年度（3年ごと）に評価替えを行う。ただし、新
築・滅失等の異動のあったものについては、家屋の現況調査を
賦課期日（1月1日）に向けて６月から１月にかけて実施し、その
成果及び所有権異動のデータ入力を行い、３月末に評価額を
決定し、賦課する。

R5以前
～R13以降

674 税務課

固定資産税・都市計画税
賦課事務（償却資産）

償却資産の所有者から、毎年賦課期日（1月1日）現在の償却
資産の状況について１月末日までに申告があり、提出された申
告書に基づき増加資産、減少資産のデータ入力を行い、３月末
日に価格を決定し、賦課する。

R5以前
～R13以降

928 税務課

固定資産（土地）総合鑑定
評価業務

３年に1度の固定資産（土地）評価替えに伴う標準宅地の不動
産鑑定士による鑑定評価・路線価の算定及び地価の変動に伴
う毎年度の時点修正業務を行う。

R5以前
～R13以降

9,900 税務課

ＧＩＳ固定資産データ更新
事業

平成１８年度に導入した地理情報システム（ＧＩＳ）は、平成２４
年度以降毎年土地の分合筆のデータ更新を行っており、毎年
の異動に応じて情報を更新する。これにより市内全域の土地・
家屋情報の把握が迅速かつ容易になっている。なお、航空写
真と重ねることにより、資産の位置関係の把握、立ち入りの難
しい土地の推測、実際の使用状況に応じた区分けの目安、滅
失建物の同一性確定等、非専門職である事務職員が少人数で
事務を遂行するにあたり、適切で公正な賦課業務を遂行するに
あたり不可欠な資料兼ツールである。また、窓口における市民
の自己財産に関する問合せにおいて、市民の理解をスムーズ
に得ることができ、市民に対する課税説明の満足度においても
貢献している。

R5以前
～R13以降

3,404 税務課

住民情報系システム帳票
アウトソーシング事業

県内５市２町による住民情報系システムの共同調達（やまぐち
自治体クラウド）において、帳票印刷・封入封緘業務の外部委
託を行うもの。

R5以前
～R13以降

7,524 税務課

eLTAX更改事業 DX・GX

令和8年10月にeLTAX第5期更改が行われ、eLTAXを利用して
納税通知書（軽自動車税・固定資産税）の電子化、国税からの
問い合わせ資料や他団体への資料（市民税・軽自動車税・固
定資産税）回送システムの改修など機能が強化される。それに
伴い、基幹システムの改修を行う。

R7
～R8

5,320 税務課

扶養情報連携対応事業 DX・GX

令和8年度から個人住民税の扶養控除等を公正に適用するた
めの新たな情報連携の仕組みが実装されることから、被扶養
者の情報を自治体中間サーバーに副本登録をするための基幹
システムの改修を行う。

R8
～R8

2,198 税務課

納税通知書電子化事業 DX・GX

令和9年4月から法人宛の、令和10年4月から個人宛の軽自動
車税及び固定資産税の納税通知書の電子化が開始される。そ
れに伴い、通知の電子化が行えるように基幹システムの改修を
行う。

R8
～R8

2,933 税務課
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多機能端末機からの所得
証明書発行対応事業

マイナンバーカードを用いて多機能端末機より所得課税証明書
を発行しているが、令和８年度税制改正に伴い、所得課税証明
書のレイアウトが変更となるため、多機能端末機発行の様式変
更及び連携試験を行う。

R8
～R8

923 税務課

収納管理業務

納税環境を整備し、市税の納期内納付を推進し、滞納発生の
抑制を図る。また、滞納発生後の迅速な財産調査・滞納処分
（差押）の執行、正確な担税力の把握により、早期の滞納解消
を目指す。

R5以前
～R13以降

53,761 税務課

地方税共通納税システム
対応事業

納税者は複数の地方団体の地方税を一括して納税でき、地方
団体は納入済通知書の代わりに納付情報を電子データで受け
取ることができるシステムを適切に運用する。なお、やまぐち自
治体クラウドの関係により、利用団体による協議を行うことも考
えられることから、調整等が必要となる。

R5以前
～R13以降

1,977 税務課

広告掲載推進事業

自主財源を確保するため、市有財産に民間企業等の広告を掲
載する。現在、本庁舎の広告付き庁舎案内板のほか、市役所
本館ロビー、厚狭地区複合施設ロビー、子育て総合支援セン
ター（スマイルキッズ）に広告モニターを設置している。

R3以前
～R11以降

ゼロ予算 企画課

使用料・手数料の見直し事
務

公共施設における利用者負担の適正化や自主財源の確保を
目的として、施設の維持管理経費等を踏まえた使用料となるよ
う単価等の見直しを行う。

R5以前
～R13以降

ゼロ予算 財政課

公用車広告掲載事業
公用車を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載す
ることにより市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上と
地域経済の活性化を図る。

R5以前
～R13以降

ゼロ予算 財政課

市有財産売却事業

市有財産管理運用指針に基づき、遊休資産として利用見込み
のない普通財産の売却や貸付等により自主財源の確保を図る
とともに必要な整備を行う。また、将来的に未利用となることが
想定される公共施設についても、発生が想定される時点から活
用方針の検討など対応に取組む。

R5以前
～R13以降

800 財政課

ふるさと山陽小野田応援事
業

　本市では、平成２０年７月からサポート寄附金（ふるさと納税）
をスタートし、平成２８年度から更なる自主財源の確保及び地
域経済の活性化等を目的として、寄附者に対して返礼品送付
を開始した。現在は、自治体間競争が激しくなる中で、返礼品
掲載サイト数を増やして寄附機会の増大を図るとともに、納付
方法の簡素化・多様化を実施し、寄附者の利便性拡大に努め
ている。
　５割ルールの改正により、返礼品に対する寄附額の増額を余
儀なくされたため、今まで以上に市及び市の返礼品の魅力を首
都圏を中心にした寄附者にいかに認知して貰うかのPRが重要
となる。
　

R5以前
～R13以降

130,007
シティセール

ス課

ふるさと支援基金（サポー
ト寄附）積立事業

寄附者の意思に応じた事業にサポート寄附金（ふるさと納税）
を活用するため、山陽小野田市寄附条例に基づいて、寄附金
をふるさと支援基金に積み立てる。
なお、令和６年度より、積立額は寄附額から必要経費を差し引
いた額を積み立てることとする。

R5以前
～R13以降

94,993
シティセール

ス課

協創によるまちづくり提案
事業

協創の考え方を共有した市民活動団体等から、地域課題解決
などに資する公益的事業について提案を受け、優れた提案に
対し、その実施経費をふるさと納税制度を活用したクラウドファ
ンディングにより支援する。団体等と適切で良好なパートナー
シップを築き、地域課題や社会課題の解決に向けた新たな取
組を実施することで、協創によるまちづくりを推進していく。ま
た、政策提案機会の拡大を通じて、シビックプライドの情勢を図
りつつ、市民活動団体等の活動の活性化を支援し、まちづくり
の担い手の育成をはかる。
また、事業の決定方法については、市職員で構成する審査会
において提案された事業を審査し、支援する事業を決定する。

R5以前
～R13以降

15,000
シティセール

ス課
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実施計画策定事業

平成30年3月に策定した第二次山陽小野田市総合計画におい
て、基本構想と基本計画を定めている。基本計画で示した施策
を具体的に達成する手段として、3年間を計画期間とする実施
計画を定め、具体的事業を示し、評価を行う。

R3以前
～R11以降

ゼロ予算 企画課

行政評価実施事業

個別の事務事業についてPDCAサイクルにおけるチェック・確認
作業として行政評価を行うことにより、事業内容・事業手法又は
事業そのものを見直すとともに、翌年度以降へ向けた効率的か
つ効果的な事業運営を行い、総合計画における将来都市像の
実現へつなげていく。
また、行政評価を公表することにより透明性の高い行政運営を
行う。

R3以前
～R11以降

ゼロ予算 企画課

実施計画及び行政評価改
良事業

第二次山陽小野田市総合計画の将来都市像の実現に向け
て、計画的な行政の推進と効果的な事業の選択が必要であ
る。そのため、実施計画及び事務事業評価を行う仕組みにつ
いて、他市の事例を研究するとともに研修に参加し、実施計画
や行政評価の研鑽を深め、改良していく。

R3以前
～R11以降

ゼロ予算 企画課

予算編成事務

実施計画に基づき事業の選択と集中に努め、「最少の経費で
最大の効果を挙げる」予算編成を行う。
また、健全財政を堅持するため、各種財政指標の推移を注視
し、長期的な視野に立った計画的な予算編成に努める。

R5以前
～R13以降

361 財政課

地方債償還事業
実質公債費比率の推移を注視しながら、地方債の発行に際し
ては、交付税算入額を考慮し、単年度の公債費が過大とならな
いよう努める。

R5以前
～R13以降

3,599,703 財政課

基金積立事業

基金の推移としては、令和6年度末の財政調整基金残高は約
46億円と一定の金額は確保しているが、原油高・物価高騰等に
伴う諸経費の増嵩など先行きが不透明な状況が続いており、
今後においても、多額の一般財源が必要となることが予測され
る。
今後の基金の運用としては、各基金の目的に沿った運用を適
切に行うとともに、改訂版財政計画において、財政調整基金の
取り崩しに頼らない財政運営を行うことで、収支の均衡を図りな
がら、将来負担を踏まえた基金の積立を行うこととしており、そ
れらを踏まえ積立を行っていく。

R5以前
～R13以降

28,857 財政課

一時借入金利子償還事業
日々の資金繰りの中で歳計現金の不足を補うため一時借入を
行っており、借入日数に応じて、その利息を支払う。

R5以前
～R13以降

3,000 財政課

公金総合保険加入事務
市で取り扱う公金について、火災・盗難等の損害に備え公金総
合保険に加入するものであり、保険への加入にあたり、毎年度
「２月末の住基人口数×1.96円」を保険料として支払っている。

R5以前
～R13以降

115 財政課

補助金交付の見直し事務

団体運営補助を中心に、その補助金の有用性・必要性を見極
め、統一的な基準に基づく審査・検証を行い、補助金交付の適
正化を図る。
（平成20年1月に統一的な基準を策定）

R5以前
～R13以降

ゼロ予算 財政課

市有財産評価事業
公共事業用地の取得や市有地の売却等を円滑に進めるため、
市内の土地価格等の均衡を図り、適正な土地評価を行うため、
市有財産評価審議会を開催し、価格を決定する。

R5以前
～R13以降

44 土木課

教育に関する事務の点検・
評価にかかる外部識者活
用事業

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に基づ
き、教育委員会は、教育に関する事務の管理及び執行状況に
ついて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成
し、これを議会に提出するとともに、公表している。本事業で
は、点検評価の客観性及び透明性を高めるため、同条の規定
に基づき、学識経験者の意見を聴取し、その知見を活用する。

R5以前
～R13以降

18 教育総務課

（２）財政の安定的運営



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和8年度

事業費
(単位：千円）

担当課

行財政運営・市民参画・市政情報の発信6

ホームページを活用したま
ちの魅力発信事業

スマエジ

ホームページによる情報発信は、リアルタイムで発信できるこ
と、多くの詳細な情報を発信できること等の利点がある。利用し
やすい、役に立つホームページとなるよう、その機能を最大限
に活用し、迅速な情報提供や情報更新を行うことで発信情報の
充実を図る。併せて、まちの魅力を積極的・継続的に発信し、シ
ティセールスを推進するとともに、SNSと連携するなどして、若
い世代が市政情報に目を向ける機会を増やす。また、ホーム
ページ稼働に必要なシステムを、保守契約によって技術的支援
を得るとともに、バージョンアップ等に対応する。

R5以前
～R13以降

1,632
シティセール

ス課

広報紙発行事業 スマエジ

市政情報発信において、広報紙は本市の基幹的な広報媒体で
ある。市政情報を適切かつ効率的に提供するとともに、一方的
なお知らせにならないよう、市民の「知りたい」に応える広報、正
しく伝わる広報を目指す。併せて、市の魅力を発信するなど、
本市に対する誇りや愛着の喚起・誘発に取り組み、シティセー
ルスを推進する。

R5以前
～R13以降

14,124
シティセール

ス課

市政情報発信事業 スマエジ

市政情報を伝える手段として主に広報紙やホームページを活
用しているが、より多くの人や広域へ市政情報を伝えるため、
報道機関（新聞）を通じた情報発信を行う。地域に密着した情
報を提供する地方紙は、市民、特に高齢者層からの支持を多く
得ており、大きな影響力を持っている。よって、市民向けの情報
をシティインフォメーションとして地方紙に掲載し、情報発信の
効果を増幅させ、報道機関を活用した効果的・効率的な情報発
信を行っている。
また、市役所・山陽総合事務所・市民病院・スマイルキッズの4
か所にモニターを設置し、モニター広告として市政情報を映像
と音声で放映している。

R5以前
～R13以降

327
シティセール

ス課

市政情報発信事業（コミュ
ニティＦＭ）

市政情報を伝える手段として主に広報紙やホームページを活
用しているが、より多くの人や広域へ市政情報を伝えるため、コ
ミュニティFMスマイルウェ～ブを活用し、主にイベント、募集な
どをパーソナリティーが読み上げるシティインフォメーション（1回
10分週7回）を放送する。また、市職員とパーソナリティーがスタ
ジオに入り、トーク形式で伝えるオリジナル番組（1回55分週1
回）を放送する。

R5以前
～R13以降

4,665
シティセール

ス課

広報紙編集用機器リース
事業

広報紙の編集には、パソコン等のDTP（デスクトップパブリッシ
ング）機器や複合機が必要である。
ＤＴＰ機器はリースにて導入し、シティセールス課において広報
紙の編集を行う。文章や写真、イラストなどのレイアウトを職員
が考え、ＤＴＰソフトを使ってデザインし、印刷データを作成す
る。
複合機は、記者発表のＦＡＸ送信や報道機関との連絡調整など
の市政情報発信に活用するほか、広報紙の試し刷りをカラー
印刷で行っている。これらの機種は、業務時間の短縮を実現
し、業務効率化に寄与するものである。

R5以前
～R13以降

1,377
シティセール

ス課

ホームページ管理運営事
業

ホームページによる情報発信は、リアルタイムで発信できるこ
と、多くの詳細な情報を発信できること等の利点がある。利用し
やすい、役に立つホームページとなるよう、その機能を最大限
に活用し、迅速な情報提供や情報更新を行うことで発信情報の
充実を図る。また、ホームページ稼働に必要なシステムを、保
守契約によって技術的支援を得るとともに、バージョンアップ等
に対応する。

R5以前
～R13以降

106
シティセール

ス課

広報紙編集用機器リース
事業（臨時）

広報紙の編集には、パソコン等のＤＴＰ（デスクトップパブリッシ
ング）機器や複合機が必要である。
ＤＴＰ機器はリースにて導入し、シティセールス課において広報
紙の編集を行っている。文章や写真、イラストなどのレイアウト
を職員が考え、ＤＴＰソフトを使ってデザインし、印刷データを作
成する。
複合機は、記者発表のＦＡＸ送信や報道機関との連絡調整など
の市政情報発信に活用するほか、広報紙の試し刷りをカラー
印刷で行っている。これらの機種は、業務時間の短縮を実現
し、業務効率化に寄与するものである。

R5以前
～R13以降

126
シティセール

ス課

基本施策３４　市政への市民参画の推進
（１）市政情報の発信



事業名 重点施策
横断的
施策

事業概要 事業期間
令和8年度

事業費
(単位：千円）

担当課

行財政運営・市民参画・市政情報の発信6

LINE等のＳＮＳを活用した
まちの魅力発信事業

スマエジ

本市は公式ＳＮＳとして、Facebook（Ｈ26年6月～）、YouTube（Ｈ
31年4月～）、X（令和3年1月～）、Instagram（令和4年8月～）に
よる情報発信を行っている。ＳＮＳの特性である拡散性、即時
性、視覚的な効果を生かし、市政情報やイベント情報、災害時
の緊急情報、取材現場からの話題、旬の情報、美しい風景など
を効率的、効果的に発信して、より多くの人へ本市の魅力を
知ってもらい「本市のファン」を増やす。
また、令和4年度に導入したLINEを活用し、更なる行政サービス
の質の向上、情報発信の充実を進める。

R5以前
～R13以降

1,875
シティセール

ス課

市政説明会運営事務

市の将来や市民生活に重大な影響のある事項について、市民
に情報を提供し、共有するため、事前に各地区に出向き、市の
方針を説明する市政説明会（開催主体が市。担当課で行う説
明会を含む。）を開催する。

R5以前
～R13以降

ゼロ予算 生活安全課

出前講座運営事務 スマエジ
市民が行政に対する理解と関心を深め、市民参加による市民
本位の開かれた市政を目指すため、市民（団体）からの申し出
により、職員を講師として出前講座を実施する。

R5以前
～R13以降

12 生活安全課

みんな　de スマイルトーク
運営事務

協創によるまちづくりを展開していくために、まちづくりに繋がる
専門的知識や経験に基づく幅広い意見を把握する必要がある
ことから、市長と対象団体が対話をする。

R5以前
～R13以降

ゼロ予算 生活安全課

市民意見公募（パブリック
コメント）制度の活用

市の基本的な計画や条例などの策定に際し、その目的、内容、
市の考え方などを公表して、広く市民等から意見を募り、その
内容を考慮して意思決定を行うとともに、寄せられた意見等の
概要とこれに対する市の考え方を公表する。

R3以前
～R11以降

ゼロ予算 企画課

まちづくり懇談会業務
市政に広く市民の意見を取り入れ、今後の市政執行の参考と
するため、市内の団体からの申込を受けて、テーマに沿って意
見や情報を交換する。

R5以前
～R13以降

5 生活安全課

要望・苦情処理業務
市民・団体から本市の行政に関わる要望・苦情等を積極的に
受け入れ、業務改善や行政施策に反映させるとともに、回答が
可能な相手方に対しては、市長名で回答している。

R5以前
～R13以降

12 生活安全課

市民相談業務
市民を対象に、職員による市民生活相談を行う。相談内容に
よって、担当課・他の機関・弁護士相談等を紹介し、紹介できな
いものについても、可能な範囲で支援に努める。

R5以前
～R13以降

2 生活安全課

法律相談業務
市民の抱える法律問題の解決への糸口とするため、弁護士及
び司法書士による無料の法律相談事業を実施する。

R5以前
～R13以降

672 生活安全課

（２）市民参画の機会づくり


